
大泉町漢字検定料補助金交付要項

大泉町漢字検定料補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。

１ 交付目的

公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定（以下
「漢字検定」といいます。）を受検する者に対し検定料の一部を補助するこ

とにより、言語力及び学習意欲の向上並びに家計負担の軽減による受検機会
の拡大を目的とします。

２ 内容

補助対象者 補助の対象となる漢字検定の受検日において、次の
いずれかに該当する受検者とします。ただし、受検者
が未成年者である場合には、当該受検者の保護者を補

助対象者とします。
１ 町内に住所を有し、漢字検定を受検した日の属す
る年度の末日において満１８歳以下である者

２ 大泉町立中学校を会場として実施する漢字検定を

受検する者

補助対象事業 令和８年４月１日以降に受付を開始する漢字検定と
します。

補助対象経費 補助の対象となる経費は、次に掲げる漢字検定の検
定料とします。
１ 受検者が中学生以下 漢字検定３級以上

２ 受検者が１以外の者 漢字検定準２級以上

※ 補助対象経費は、１人につき１年度１回分の検定
料とします。ただし、受検者が当該年度に補助対象

経費の対象となる受検級に合格して補助金の交付を
受けた後、さらに上級の漢字検定を受検する場合に
限り、当該受検に係る検定料を補助対象経費としま
す。

交付金額 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得
た額（１００円未満の端数が生じた場合は、これを切
り捨てた額）とします。

※ 他の公的補助制度による補助金を受ける場合に
は、上記により得た額から当該他の公的補助制度に
よる補助金の額を控除した金額を補助するものとし

ます。

３ 交付手続



交付申請の方法 補助金の交付を受けようとする者は、補助の対象と
なる漢字検定を受検した日の属する年度の末日まで
に、次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」とい

う。)を大泉町教育委員会に提出してください。
１ 大泉町漢字検定料補助金交付申請書兼請求書（様
式第１号）

２ 検定料の支払を証する書類の写し

３ 検定結果通知の写し
４ 合格証明書の写し（当該年度中に補助対象経費の
対象となる受検級に合格し、さらに上級の漢字検定
を受検する場合に限ります。）

※ 大泉町立中学校を会場として漢字検定を受検した
者であって、補助金の交付を受けようとするもの
は、当該町立中学校の校長を経由して申請書類を提

出することができます。この場合において、申請者
は、申請書類のうち２及び３の書類を省略すること
ができます。

補助金の交付時期等 提出された申請書類の審査を行い、交付の可否を決
定し、大泉町漢字検定料補助金交付決定・不交付決定
通知書（様式第２号）により通知します。

補助金の返還 交付決定を受けた者が虚偽の申請により補助金の交
付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その者
に対し既に交付した補助金の全部を返還させることが

できます。

４ 各種様式

申請書等の様式 １ 大泉町漢字検定料補助金交付申請書兼請求書（様
式第１号）

２ 大泉町漢字検定料補助金交付決定・不交付決定通
知書（様式第２号）

５ 事業期間

期 間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

６ 担当部署

大泉町教育委員会教育管理課 電話 ０２７６（６３）３１１１


